
 

 

令和６年度流域山地災害等対策調査 

（新たな判定手法に基づく山地災害危険地区の効率的な把握に関する調査） 

委託事業仕様書（案） 

 

１．件名 

令和６年度流域山地災害等対策調査（新たな判定手法に基づく山地災害危険地区の効率的な

把握に関する調査）委託事業 

 

２．目的及び背景 

山地災害危険地区調査は、昭和 41 年に最初の調査を実施して以降、時々の山地災害の実態

を踏まえつつ、数次にわたって調査項目の見直しを行い、その結果に基づき全国的な再点検を

実施しており、直近では平成 28 年度に調査項目の追加変更を伴う山地災害危険地区調査要領

を改正するとともに、同要領により再点検を行った。 

近年の気候変動の影響による山地災害の様態の変化等を踏まえ、令和４～５年度においては

「山地災害危険地区の在り方に関する検討会」を開催し、山地災害危険地区調査要領の改正に

向けた検討を行うとともに、解析支援ツールの仕様（案）の作成に取り組んできたところであ

る。 

令和６～７年度には、新たな山地災害危険地区調査要領に基づく一斉点検を行うため、精度

向上を図りつつ効率的に点検が進められる解析支援ツールを構築する。 

具体的には、都道府県や森林管理局署等が新たな山地災害危険地区調査要領に基づき、統一

的・効率的に山地災害危険地区の点検を行うことが出来るよう、数値標高モデル（DEM）等を

利用して危険度点数等の基礎情報を確認・整理することが出来る解析支援ツールを構築する。 

 

３．業務内容 

（１）新たな山地災害危険地区調査要領に基づく「解析支援ツール」の作成 

新たな山地災害危険地区調査要領に基づき、既に危険地区として判定されている箇所等に

対して、山地災害の形態変化等に応じた補正点数項目として追加された項目のうち、特に作

業が煩雑である「０次谷」について容易に解析・判定が可能となるよう、汎用的な GIS ソフ

トである QGIS のアドインを作成する。なお、アドインの作成に当たっては以下に留意す

る。 

① 都道府県や森林管理局・署等の担当者が容易に操作できるものとする。また、将来的に

評価手法等の見直しがあった場合には、可能な限り柔軟に対応できるように作成する。 

② 従前の評価手法により判定している既存の山地災害危険地区等について、新たな山地災

害危険地区調査要領に基づく点検を行う場合には、既に調査対象地区に引いているメッシ

ュの位置等との関係を調整する必要が生じる場合にも対応できる「解析支援ツール」を作

成する。 

③ 地形情報の入力作業については、数値標高モデル（DEM）等を利用して自動算出できる

ものとし、「解析支援ツール」への自動入力が可能なものとする。数値標高モデル等が利



 

用できない等の場合には、別の方法で算出した情報を直接入力することにより「解析支援

ツール」への自動入力が可能なものとする。 

④ 「解析支援ツール」で整理された危険度点数等の基礎情報については、全地区を取りま

とめた一覧表として出力することが可能なものとする。 

  ⑤ 令和 7 年度末までに「解析支援ツール」の不具合が発見された場合は、本調査業務の委

託契約期間に限らず無償により修正作業を行う。 

（２）「新たな危険地区判定手法」の解説書（マニュアル）作成 

 「新たな危険地区判定手法」の取扱方法や留意点を整理した解説資料（詳細版・概要版）

を作成する。 

（３）報告書作成 

（１）、（２）の内容について報告書に取りまとめるとともに、報告書概要版を作成し、

納品する。また、報告書および報告書概要版の電子データ（PDF 形式および編集可能な元デ

ータ）を CD-R または DVD-R で納品することとする。 

 

４．調査履行期間 

  委託契約締結日 ～ 令和７年３月１５日（金） 

 

５．成果品 

（１）納入品 

① 報告書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ５部（A4 カラー） 

② 報告書概要版・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ５部（A4 カラー） 

③ 管理者用解説書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １部（A4 カラー） 

④ 「新たな危険地区判定手法」解説書（詳細版）・・・・５部（A4 カラー） 

⑤ 「新たな危険地区判定手法」解説書（概要版）・・・・５部（A4 カラー） 

⑥ 上記①～⑤を収納した電磁的記録媒体（DVD- R 等）・・・・・５部 

電磁的記録媒体については、ウィルスチェックを行いウイルスチェックに関する情報 

（ウイルス対策ソフト名、定義ファイルのバージョン、チェック年月日等）を記載したラベルを 

添付すること。 

（２）納入場所 

   林野庁森林整備部治山課（本館７階ドア No.773 ） 

 

６．その他 

（１）本業務についての打合せを、業務着手時、中間時、納品時の計３回以上行うものとする。 

また、業務内容を変更する場合は、打ち合わせにより決定するものとする。打合せ後、受

託者は打合せ記録簿を作成し、発注者に提出するものとする。 

（２）業務の目的を達成するために発注者は、業務状況・進行状況に関して必要な指示を行える

ものとし、受託者はこの指示に従うものとする。 

（３）再委託(再請負を含む)の適正化を図るための措置 

① 受託者は、業務の全部を一括して、又は主たる部分を第三者に委任し、又は請け負わせ



 

てはならない。なお、主たる部分とは、業務における総合的企画、業務遂行管理、手法の

決定及び技術的判断等をいうものとする。 

② 受託者は、効率的な履行を図るため、業務の一部を第三者に委任し、又は請け負わせる

こと（以下「再委託」という。）を必要とするときは、あらかじめ別紙様式に必要事項を

記入して発注者の承認を得なければならない。 

③ 受託者は、前項の承認を受けた再委託について、その内容を変更する必要が生じたとき

は、同項に規定する様式に必要事項を記入して、あらかじめ発注者の承認を得なければな

らない。 

(注) 再委託してはならない業務の例外 

会社法（平成 17 年法律第 86 号）第２条第３号の規定に基づく子会社又は財務諸表等の

用語、様式及び作成方法に関する規則（昭和 38 年 11 月 27 日大蔵省令第 59 号）第８条第

５項及び第６項に規定する関連会社に業務の一部を請け負わせる場合 

（４）受託者は、本業務の遂行により知り得た情報（個人情報を含む。）については、契約期間

中はもとより、契約終了後においても外部に漏らしてはならない。 

（５）受託者は、本仕様書に定めのない事項及び疑義等が生じた事項については、速やかに発注

担当部署（担当職員）と協議すること。 

（６）本事業における人件費の算定に当っては、別添の『委託事業における人件費の算定等の適

正化について』に従って行うものとする。なお、発注者は受諾者から提出された人件費の算

定について確認するため、原則として人件費単価表（受諾者が組織として人件費単価を定め

ている場合）又は実際に従事する（した）者の給与明細を確認します。 

（７）受託者は、事業の実施に当たり、関連する環境関係法令を遵守するとともに、新たな環境

負荷を与えることにならないよう、生物多様性や環境負荷低減に配慮した事業実施及び品調

達、機械の適切な整備及び管理並びに使用時における作業安全、事務所や車両・機械などの

電気や燃料の不必要な消費を行わない取組の実施、プラスチック等の廃棄物の削減、資源の

再利用等に努めるものとする。 


